
ディプロマポリシー（卒業認定・学位授与の方針） 重点項目

合計

0

0

100

100

備考
.

授業形態 単位数

担当教員の実務経験の内容（内容・経験年数を記載）

なし

《内容１》 《経験年数１》

《内容４》 《経験年数４》

《内容２》 《経験年数２》

《内容３》 《経験年数３》

ビジネスDP(2)

50 0 0

〇

評価方法／ディプロマポリシー 定期試験
クイズ

小テスト
提出課題

(レポート含む)
その他

DP(1)

DP(2)

DP(3)

ビジネス実務の分野において、基礎知識を身につけるとともに、専門的な知識や技能を修
得し、各種資格取得を目指して専門性を磨き、これらを柔軟に活用していくことができ
る。

地域社会を理解し、様々な課題に取り組み幅広い教養を身につけるとともに、変化するビ
ジネス社会に対応するための協働的な実践力を身につけている。

自己理解を深め目標に向かって主体的に行動するとともに、多様性を尊重し、様々な価値
観を持つ他者との良好な信頼関係を築いていくことができる。

科目名称：
担当者名：

区分
専門教育科目

授業の達成目標・到達目標

演習 1

旅行業法Ⅰ
若月　博延

　旅行業の基本的な事柄から、試験対策まで、正確に理解出来る様に授業を進めます。
　「旅行業法及びこれに基づく命令」の内容は、法律用語ばかりで理解は難解ですが、覚えることのみなので次第で身につけられま
す。
　毎回小テストを行うため、該当箇所の事前学修が必要です。
　以上を通して、「旅行業務取扱管理者試験」のうち「旅行業法及びこれに基づく命令」分野を修得することが目標です。

実務経験のある教員の担当

　旅行業法では、国家試験である旅行業務取扱管理者試験対策の授業を行っていきます。
　特に旅行業法Ⅰでは、試験科目の一つ「旅行業法及びこれに基づく命令」を学んでいきます。

ビジネス実務学科

ビジネスDP(1)

授業の目的・テーマ

ビジネスDP(3) 50



a a

事前事後学修時間（分）

第１回 30分

第２回 30分

第３回 30分

第４回 30分

第５回 30分

第６回 30分

第７回 30分

第８回 30分

第９回 30分

第10回 30分

第11回 30分

第12回 30分

第13回 30分

第14回 30分

第15回 30分

50%で評価する。 その他の評価配分は、以下のとおりである。

成績評価の方法・基準

aa

a

すばらしい とてもよい よい 要努力評価ルーブリック

a

全く理解できない業法に出てくる言葉は
理解できるようになっ
た

この1冊で決める!! 国内旅行業務取扱管理者テキスト&問題集
毎回の授業で使用する

毎回の小テストを50%として評価。

　定期試験は、

a

a

a

約款に出てくる言葉は
理解できるようになっ
た

課題に対してのフィードバック

その他雑則、罰則（その他雑則）

まとめ（授業内でディスカッションをしながら演習を
進める）、模擬試験

旅行業等（旅行業の登録制度） 業法第3条から6条の4を読んでおくこと

旅行業等（旅行業約款・取引条件の説明と書面の交
付）

全く理解できない

業法第50条から59条を読んでおくこと

授業の内容・計画

旅行業約款を深く理解
した

a

旅行業協会（旅行業協会の指定と社員についての規
則）

業法第64条から73条を読んでおくこと

事前事後学修の内容

旅行業等（営業保証金）

教科書・参考書

旅行業法の理解

旅行業約款の理解

旅行業法を深く理解し
た

旅行業等（旅行業務取扱管理者・料金の提示）

旅行業等（事業廃止・旅行業者死亡時の届出、など）

小テストを採点して返却。

業法第7条から10条、16条から27条を読
んでおくこと

旅行業務総則（旅行業の目的と旅行業の定義）（授業
内でディスカッションをしながら演習を進める）

その他雑則、罰則（意見の聴取・聴聞）

業法第1条から2条を読んでおくこと

業法第11条から12条、32条を読んでおく
こと

旅行業等（企画旅行を実施する旅行業者の代理・旅行
業者代理業者）

業法第12条の10から12条の18を読んでお
くこと

問題は解ける程度に業
法を理解した

問題は解ける程度に約
款を理解した

業法第72条から83条を読んでおくこと

全範囲を復習

旅行業等（禁止行為と業務停止等の行政処分） 業法第13条から42を読んでおくこと

業法第12条の2から12条の5の2を読んで
おくこと

業法第12条の19から12条の23を読んでお
くこと

旅行業等（営業保証金の還付・不足額の供託・保管替
え）

業法第12条の24から12条の28を読んでお
くこと

旅行業協会（旅行業協会の業務）

業法第43条から50条を読んでおくこと

　事後学修時間については、受講するにあたっての最低限の目安を明記したが、単位取得のためには原則として授業時間と
事前事後学修を含め学則第17条の2で規定された学修時間が必要である。
　また、事前事後学修としては、次回までのプリント（小レポート）をまとめることになる。

旅行業等（外務員と外務員証・広告と標識・企画旅行の円滑
な実施のための措置と旅程管理業務）

業法第12条の6から12条の9を読んでおく
こと


